
 

 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 

（女性活躍推進法） 

第二十三条 

 

（協議会）  

第二十三条   当該地方公共団体の区域において女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関

（以下この条において「関係機関」という。）は、第十八条第一項の規定

により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ず

る措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な

情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、

関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織する

ことができる。  

 

２   協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内におい

て第十八条第三項の規定による事務の委託がされている場合には、当該

委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。  

 

３   協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議

会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。  

一   一般事業主の団体又はその連合団体  

二   学識経験者  

三   その他当該関係機関が必要と認める者  

 

４   協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関

係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活に

おける活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を

図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組について協議を行うものとする。  

 

５   協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定

めるところにより、その旨を公表しなければならない。 
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